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1979年度の養護学校教育の義務化以降の障害児教育の大きな課題の一つは,後期中等教育の整備

である。養護学校に関しては,高等部への進学希望の高まりを受けて,日下,高等部の整備が進め

られている最中であり,次第に希望者全入制を採るところが増えている。これに対して,1948年度

から学年進行で義務制が実施された盲・聾学校では,戦前からの職業教育の蓄積の上に戦後早 くか

ら高等部が整備され,今日の進学率は90%を越えて100%に近 く,ほぼ希望者全員入学 (以下,希望

者全入と略す)の状況にある。

ところで,盲・聾・養護学校の高等部への入学にあたっては,高等学校 (以下,高校)と 同様に

高等部は義務制でないために,「入学の許可,入学者の選抜,学力検査」について定めた学校教育法

施行規則第59条の適用 (一部を除 く)を受けることとなる。すなわち,「第 1項 高等学校の入学は,

第54条の 3の規定により送付された調査書その他必要な書類,選抜のための学力検査 (以下本条中

「学力検査」という。)の成績等を資料 として行う入学者の選抜に基づいて,校長が,こ れを許可す

る」及び「第 2項 学力検査は,特別の事情のあるときは,こ れを行わないことができる」が準用

され,学力検査の実施いかんにかかわらず法規的には何らかの形で「入学者の選抜」を行うことと

なっている。ただし,「第 3項 公立の高等学校に係る学力検査は,当該高等学校を設置する都道府

県又は市町村の教育委員会が,こ れを行う」は準用されず,「学力検査」を行 う際には,教育委員会

ではなく個々の学校が独自に実施することが認められている。       ′

盲・聾・養護学校の高等部に学校教育法施行規則第59条 を準用し,高等部の入学に際して何らか

の「選抜」を行うことは,非義務制の後期中等教育として高校 との整合性を保つ意味では根拠があ

るようにも思われる。しかし,視点を変えれば,能力主義的な「選抜」になじまない,ま たは配慮

を必要とする障害児に「選抜」を課すことが果たして妥当であるのかという疑念をも生じる。

こうした問題意識から,本稿では,ほぼ希望者全入の状況にある盲 。聾学校の高等部に関して,

法規上予定された入学者選抜制の下で,実際には希望者全入を含めてどのような「入学者の選抜」

が行われているのかを明らかにする。
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分析の素材 として,教育委員会および各盲・聾学校から収集した高等部の入学者募集要項等を用

いた。資料の収集は,次の 2つ の調査を通じて行つた。第一には,全国の47都道府県教育委員会お

よび12政令指定都市教育委員会に対して,「『盲・聾・養護学校高等部生徒募集要項』の収集につい

て」と題した依頼文を発送し (1993年 12月 1日付け),1994年度ないし1993年度 (さ らに新旧比較の

ために1989年度)の「高等部生徒募集要項」等の資料を収集した。第二には,全国の分校を含む盲

学校70校および聾学校107校 (典拠 :文部省『1994年度版 全国学校総覧』原書房 1993)に「『学校

要覧』及び『高等部生徒募集要項』の送付等について」と題した依頼文を発送し (1994年 6月 8日

付け),1994年度の「高等部生徒募集要項」並びに『学校要覧』等の資料を収集した。

教育委員会,各学校から送付されたものに,さ らに筆者が独自に収集したものを加えて,本稿の

執筆にあたり参照した「高等部生徒募集要頂」等の一覧は資料 1の とおりである。

I.盲学校

1.高等部の学科開設状況 1)

1994年度において高等部を設置している盲学校は,都道府県立64校 (1分校を含む)中 の54校 (他

に,静岡県立静岡盲学校には高等部分室がある),市立 3校中の 3校,国立 1校中の 1校,私立 2校

中の 2校である。この内,高等部のみ設置した高等部単置校は3校 (北海道高等,都立文京,私立

埼玉県熊谷)分であると 1都道府県の盲学校 2校以上に高等部があるのは,埼玉県 (県立 1校,私立

1校),東京都 (都立 2校,国立 1校),神奈川県 (県立 1校,市立 1校,私立 1校),新潟県 (県立

2校),長野県 (県立 2校),愛知県 (県立 2校),大阪府 (府立 1校,市立 1校),兵庫県 (県立 2

校,市立 1校),福岡県 (県立 3校)であり,38道府県は 1高等部のみであった。表 1に ,国。私立

を除 く公立57校 における高等部の入学者選抜を一覧にした。

設置学科は,高等部のいわゆる本科においては,普通科が57校中の56校 (普通科がないのは兵庫

県立淡路のみ),保健理療科が51校 と圧倒的に多く,他に,音楽科が 2校 (京都府立,大阪府立),

家政科が 1校 (千葉県立千葉),生活技能科が 1校 (福岡県立福岡)である。

専攻科においては,理療科 (3年制)が57校の全てにあり,他に保健理療科 (3年制)が23校 ,

理学療法科 (3年制)力S2校 (大阪府立,徳島県立),音楽科が 2校 (京都府立-3年制,大阪府立

-2年制),情報処理科 (2年制)が 1校 (大阪府立),普通科 (1年制)が 1校 (京都府立)であ

る。なお,京都府立盲学校には研究部理療科 (1年制)も 設けられている (専攻科研修科は徳島県

立,福岡県立福岡でも開設準備中)。

2.定員

定員に関する何らかの記述があったのは,42校である。

その内,具体的な人数を定めない記述としては,「別に定める」1校 (山梨県立),「未定」1校 (滋

賀県立),「若干名」7校 (山形県立山形,福島県立,長野県立長野,同松本,島根県立,香川県立,

高知県立)1学科 (徳島県立普通科)であった。

人数を示した32校 1科において,旧々標準法 (1974～78年度の 5年計画)の「10人」が13校 (宮

城県立,群馬県立,富山県立,京都府立,奈良県立,鳥取県立鳥取,岡山県立岡山,福岡県立福岡,

同柳河,同北九州,熊本県立,大分県立,鹿児島県立)2科 (神奈川県立平塚本科,徳島県立専攻

科),旧標準法 (1980～91年度の12年計画)の「 9人」が14校 (北海道高等,青森県立,岩手県立,
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資料 1.公立盲・聾 。養護学校における高等部の入学者選抜に関する要項等の資料一覧

ゴヒ静ユ珂当

①-6

②-6

青 森

O-1 5 6
②-6
③-6a
⑥-6b

岩 手

①-6

②-7
③-6

宮 城

餅 6

②-6

秋 田

①-1

①-5 6

②ヽ-1 5
②-6a
②-6b
③-la 5a
③-lb 5b
③-6a
③-6b

山 形

①卜5a
①-5b・ 6b
①-5c 6c
②-5a
②-6a

②-5b
(②-6b

福 島

①-6
②-6a
②-6b
③-6

②-6

埼 玉

①-5
針 6

③-6
④-6

千 葉

C>-1

①-5

①-5b
①-6c
②-6a
②-6b
餅 6a
③-6b

4彬拿VII

①-5

②-6c
②-6d
②-6e

③-1

北海道教育委員会告示第 107号「平成 6年度北海道立特殊

教育諸学校の幼稚部 ‐高等部及び高等部専攻科の入学者の募

集について」

北海道高等部聾学校入学のしおり

青森県立盲学校、聾学校及び養護学校高等部入学P鍛彗友要項

青森県立盲学校高等部入学者募集要項

青森県立聾学校高等部入学者募集要項

青森県立聾学校高等部入学案内

岩手県立盲学校、聾学校及び養護学校高得部並びに専攻科入

学運考要項 (メ岸 者選考方針・入学者選考要項 入学者選考

事務要領 )

岩手県立盲学校高等部入学募集要項

岩手県立一関里学校高等部入学者募集要項

宮城県立盲学校、聾学校及び養護学校高等部並びに専攻科入

学者選考要項 (入学者選考方針 入学者選考要項 入学者選

考事務要領 )

宮城県立盲学校高等部 専攻科募集要項

秋田県立特殊教育学校幼稚部、高等部及び専攻科入学志願者

撃 顕

秋田県立盲 単 養護学校幼稚部、高等部及び専攻科入学志

願者募集要項

秋田県立盲学校高等部募集案内

秋田県立盲学校高等部生徒募集案内

秋田県立盲学校高等部専攻科生徒募集案内

秋田県立賞学校高等部募集案内

秋田的 箸部専攻科募集案内

秋田県 偲鰐郁稿 等部生徒募集案内

秋田環立要学牧高等部専攻科生徒募集案内

山形県立山形盲学校高等部入学者選考実施要項

山形県立山形青学校高等部生徒募集要項

山形県立山形盲学校高等部理療科 (専攻科)生徒募集要項

山形県立山孵 蜘 専攻科入学者選考実施要項

山形県立山形学学校高等部及び高等部 (専攻科 )入学者選考

鋭 顕

山形県立山形婁学校高等部 専攻科生徒募集要項

山形県立山形豊学校高等部及び高等部 (専攻科)生徒募集要項

福島県立盲学校 聾学校 養護学校高等部入学者選抜実施要網

福島県立盲学校高等部入学者選抜実施要項

福島県立盲学校高等部入学者募集要項

福島県立豊学取高等部入学者選抜募集要項

茨 城

①-5     募集人員に関する定め

②-5 6   茨城県県立盲学校高等部入学者募集要項
⑥-5 6   茨城県県立聾学校幼稚部及び高等部入学者募集要項

栃 木

①-5 6   県立特殊教育諸学校幼稚部、高等部及錦 等部専攻科入学者

蜘 u

栃本県立盲学校募集要項

群 馬

①-1 5 6 群馬県立盲学校幼稚部幼児及び高等部生徒募集要項
②-1 5 6 群馬鰤 等部生徒募集要項

埼玉県立盲 ろう峯韓辞輸勁職部 高等部入学選者実施要項

埼玉県立盲学校高等部募集案内

埼玉県立坂戸ろう学校高等部生徒募集案内

埼韓 ろう蜘 生徒募集案内

千葉県立盲学校 聾学校及び養護学校 (幼稚部 高等部)入
学者募集 選考について

千葉県立盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部の

入学者募集 選者について

②-6a    千葉県立千葉盲学校高等部普通科 家政科入学者選抜要項
②-6b    千葉県立千葉盲学校高等部理療科ヌぎ劣試験要項

東 京

①-1 東京都立盲、ろう、養護学校 (幼確部 高等部)入学者募集

印

①-5a 6a 東京都立盲 ろう 養讚学校 (高等部)入学者募集要網
①-6b    東京都立盲 ろう・養護学校高等部入学案内

東京都立盲 ろう 養護学校 入学相談実施要項 (高等部 )

都立ろう学校高等部入学案内

東京都立文京盲学校 普通科志願者のみなさんヘ

東京都立文京盲学校 日懲暢剤半理療科志願者のみなさんヘ

東京都立/tE子盲学校高等部普通科生徒募集案内

東京都立八王子盲学校高等部理療科 (職業課程 )生徒募集案内

ネ暢辞II県立盲 聾 養護学校幼稚部幼児及び目等部生徒入学

定員

②-5 6a  ttII県立平塚盲学校の助稚部及び高等部の入学者の募集及
び選抜要網

②-1 6b  神奈}‖県立平塚盲学校 {幼磯部助児 高等部生徒}志願の手
びき

神剰 1憬立平塚盲学校高等部受験案内 (本科普通科 )

ネ中テ剖|1県立平塚盲学校高等部受験案内 (本,膀韓鯉帥霧斗)

ネ嫉 サ|1唯擁 鰤 受験案内 入試 B専攻科 (理療

科 保仰職向嘲

神到 |1県立平塚ろう学校 {幼離部幼児 高等部生徒}志願の

手びき

注 1)各教育委員会調査 (1993年12月 )および各盲 聾学校調査 (1991年 6月 )により収集した。なお、筆者が別途に収集したものもカロえた。
2)要項等は、都週有県段階の一括資料、各盲学校の資料、各聾学校の資料、市立関連の資料の順に、文書名等の異なるものごとに列挙 した。
3)教育委員会告示等は、タイトル名または冒頭文を「 J内に示した。
4)資料は、都道府県別にO数字番号―年度数字 (例えば、 11ま 1989〔 平成元〕年度、5は 1993〔平成 5〕 年度を示す)ア ルフアベットで類別整理した。
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③-5     欄 |1県立平塚ろう学校の幼稚部及び高等部の入学者の募集  愛 知

及び選抜要網

④-5     横浜市立盲学校高等部生徒募集要項

④脂6a    横浜市立盲学校高等部普通科生徒募集要項

④-6b   横浜市立曹学校高等部専攻科理療科 側延甥調性鰈 郵貫 餅 6a   蜘 鳴師鴨増岸杭岸裡襲踏攀
0 5      の 篤諸程とa蓼割菜即 ③-6b    愛知県立岡崎盲学的 ・保健理療科募集要項

⑥-6     川崎市立聾学校 幼稚部幼児 高等部生徒募集の手びき    ◎卜6c    愛知県立岡崎盲学校専攻科理療科募集要項
⑦-6     横須賀市立ろう学校志願のてびき (付―高等部入学学力検査  ④卜6     愛知県立一宮聾学校高等部入学者募集要頂

日程)

新 潟

①-1     新潟県立盲学校・豊学校及び養護学校高等部入学者選抜要項

①-5 6a 縮 廂野切帥育譜封癖譜脚吹学書懃 顕

び高等部の幼児 生徒募集について」

②卜6     新潟県立新潟盲学校入学要項

③-6

富 山

①脂5     富山県立盲学校、ろう学校及び養護学校高等部 幼稚部入学

者選抜実施要領

①-6     同 】!辰のみ

②脂6     富山県立盲学校幼稚部・高等部入学者募集要項

③-6a    富山県立富山ろう学校入学者募集要項 (案 )

③-6b   富山県立富山ろう靭 蜘 要項 (案 )

石 川

①-1・ 5   莉 II県立盲学校高等部生徒募集要項

②-6a    ttII県 立ろう学校高等部生徒募集要項

②-6b    利‖県立ろう学校高等部入学案内

福 井

等部の入学者選考実施要頂

②-6a    福島県立ろう学校 高等部の入学者選考要項

山 梨

C卜 5     県立盲・ろう 。養護学校入学者選抜実施の概要

②い 5 6   山梨県立盲学校入学者選抜実施要項

③陪 5 6   山梨県立ろう学校入学者選抜実施要項

長 野

を次にとおり募集する」

②-6     長野県鞠 メ諄志願者募集案内

②―?    長野県長野辞封軒翠爛囲鋳硼の諜 内

③-6     長野県松本盲学校入学志願者募集案内

②-6     岐阜県立岐阜盲学校高等部入学志願者者募集要項

静 岡

①-6     静岡県立浜松盲学校入学案内

②-6     静岡県立沼滓聾学校高等部入学者募集要項

①…1 5   愛知県立盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部の

入学者募集要項

②…6     愛知県立名古屋盲学校入学者募集要項

⑤-6     愛知県立名古屋聾鞠 辞者募集案内

⑥-6a    愛知県立豊慨聾争陵高等部入学者選考実施要頂

⑥-6b    愛知県立豊橋聾学校高等部生徒募集要項

二 重

②-1 5   三重県立聾学校幼稚部 高等部準需箸隈理摩半入学者募集要項

②-6     三重県立聾学校高等部・高等部専攻科入学者募集要項

滋 賀

①-6     滋賀県立障害児教育諸学輌塑澪邸  高等部の幼児 生徒入学

者募集および選考に関する要項

②―?     滋賀県立盲学校高等部入学案内

京 都

C庁 6     京細荷立盲学校 理学頼の幼稚部 高等部等及び養護学校の

高等部央学希望者募集要項

大 阪

①-5 6   大阪府公立養護教育諸学校幼稚部 高等部入学者決定実施要項

②-6a    大阿町立盲学校寓等部募集案内

②-6d    大囲町立盲学校高等部専攻科情報処理科入学案内

②-6e    大阪府立鶉

"及
び理療科入学案内

②-6f    大腕荷立盲学校高等報囀懃劇嚇 斗入学案内

③-6     月胴町立生野高等聾学校高等部本科 専攻科入学案内

④-7a    刃碗町立堺聾学校専攻科歯科技工科募集要項

④-7b    刃開町立堺聾学校専攻科歯科技工科入学案内

兵 庫

①-6     兵庫県立盲学校等高尊部入学者選考要網

②-1・ 5   剣報 立盲鞠 触 哺 等部生徒募集要項

②-6     兵庫県立盲学校入学案内

③-6     兵庫県立淡路盲学校高等部生徒募集要項

④-1 5   月事県立神戸聾学校 (本科 専攻科)生徒募集要項

⑦―?     神戸市立盲学校入学案内

奈 良

CL5     奈良県立盲学校幼稚部 。高等部入学者募集要項

場Ч時党き

②-5 6   奈良県立ろう学校幼脚  高等部入学者募集要項

蜘

①-5a    学第 1355号 「平成 5年度和歌山県立特殊教育諸学校幼稚

部 高等部入学者募集要項について (通知 )」

①-6b    教育委員会公告「平成 6年度 県立特殊教育言辞封莞効陸部及  ①-1・ 5 6 二重県立盲学校高等部 蜘 入学者募集要項

④卜6a    富山県立高岡ろう学校 高等部 幼稚部入学者選抜実施要項  ②-6     京都荷立聾学校高等部生徒募集要領

④-6b   富山県立高岡ろう学校 高等部入学者募集要項

C岸 6     可 II県立盲学校入学案内 (高等部生徒募集要項を含む)    ②-6b    大腕町立盲学校高等都本科普通科 剖 入学案内

②―■ 5   コ |1県立ろう学校脚 児、高等部生徒募集要項      ②-6c    大阪府立盲鞠 鞘 攻科音楽科入学案内

①-1 5   福島県立盲学校、ろう学校および養護学校の幼稚部および高   ④-5     大阪府立堺聾学校高等部本科入学検査実施要項

②-6b   福島県立ろう学校 高等罰崎鞍劇の入学者選考要項      ⑤-6     大阪市鰤 等部 (専攻科)生徒募集要項

①-6     長野県報「公告 平成6年度長野県立盲学校及びろう学校の  ⑤-6     兵庫県立姫路聾学校高等部 (本科・専攻科)生徒募集要項

幼稚部の幼児及び高等部の生徒並びに養護学校高等部の生徒  ⑥-5 6   神戸市立盲学校 養護学校入学案内

④-6     長野県立長野ろう学校高等部入学志願者者募集要項      ①卜?a    奈良県立盲学校高等部 専攻科入学案内

岐 阜

①―?b    奈良県立盲学校高等部保健理斎科入学案内

①―?c    奈良県立盲学校専攻科理療科入学案内

①-5     岐阜県立盲学校、聾学校及び養護学校の高等部入学者選考要項  ①―?d    奈良県立盲学校高等部 専攻科の入学相談 模撰テスト 応
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学第■356号「平成 5年鹿榊歌山県立特殊教育諸学校幼稚

部 。高等部入学者募集定員等について (通知)」

和歌山県立和歌山盲学校幼稚部 高等部入学者募集要項

和歌山県立和歌山ろう学校高等部生徒募集要項

鳥取県立鳥取盲学校高等部・専攻科生徒募集要項

鳥取県立鳥取聾学校高等部生徒 幼稚部助児募集要項

鰤 孵 脚 生徒募集要項

盲 ろう・養護学校幼稚部・高等部・専攻科募集の概要

島根県立盲学校高等部入学者選抜実施要網

島根県立盲学校高等部入学者選抜実施要項

島根県立松江ろう学校高等部本科及び専攻科生徒募集要項

姫 浜田ろう学牧高等部生徒募集要項

岡山県立岡山盲学校入学選抜学力検査実施要項

岡山県立岡山盲学校入学案内

岡山県立岡山聾学的 入学者募集要項

岡山県立岡山聾学校高等部体験入学資料

広島県立盲学校入学案内

広島県立広島ろう学校高等部入学案内

広島県立広島ろう学校 (呉分校)高等部生徒入学要項

広島県立広島ろう学校 (呉分校)入学案内

広島県立尾道ろう学牧高等部生徒募集要項

山口県立盲学校入学検査 仮入学実施要領

山口県立聾学校高等部生徒募集要項

徳島県立盲学校高等部専攻科理学療法科生徒募集選抜要項

鶴 賊 鶉 中 鰺 鋤 顕

徳島県立盲学校高等部本科普通科生徒募集 (案 )

徳島県立盲学校高等部本科保健理療科生徒募集 (案 )

徳島県立盲学校高等部専攻科理療科生徒募集 (案 )

徳島県立盲学校高等部専攻科理学療法刊生後募集 (案 )

徳島県立盲学校高等部専攻科研修科生徒募集 (案 )

徳島県立聾学校高等部 (専攻科)生徒募集要項

剖 |1県立盲学校高等部生徒募集要項

到 II県立盲学校高等部入学案内

コ II県立聾学校及び専攻科第 1学年生徒募集要項

割 II県立聾学校高等部第 1学年生徒募集要項

香川県鰤 等部専攻科第■学年生徒募集要項

愛媛県県立特殊学校高等部入学者選抜実施要項

愛媛県立宇和聾学校高等部入学者選抜実施について

高知県立盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部又は高等部入

学志願者取扱要項

高知県立盲学校幼稚部又は高等部ヌ諄 志願者募集要項

高知曝立高知ろう学校幼稚部又は高等部入学志願者募集要項

高知県立高知ろう守窃静碍濶学 科の説明
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福 岡

①-5    福岡県立鉾 絲 等部チ岸者選考要項

②-6a    福岡県立福岡盲学校高等部入学者募集要項

②-6b    福岡県立福岡盲学校入学案内

③峠6     福岡県立柳河盲学校幼職部及び高等部入学者募集要頂

④卜6a    福岡県立福岡高等聾学校本科生徒募集要項

④-6b    福岡県立嗣 高等帥 鰈 要項

佐 賀

∝ 5     佐鏃 立特棘 需 翻 講 募集要項

CL6     佐賀県立特殊教育諸学校幼稚部 高等部入学者募集要項

②-6a    佐賀県立盲学校高等部普通科 日嚇 半入学者選抜要項

②…6b    佐賀県立盲学校高等部専攻科理療科スご学者選抜郵頃

③-6    腰 メ誼 ろう学校拝静聾缶ド≠著婆蝶・援破顛

長 崎

①手5・ 6   長崎県立盲鞠 鞘 幸柳 要領

②-5 6a  長崎県立ろう学校高等部入学者募集要項

②-6b    長崎県立ろう学校高等部入学案内

②-6c    長崎県立ろう学校 専攻科へのすすめ

熊 本

①卜5 6a  熊本県立盲学校高等部(普通科・側建理療科)入学著選抜要項

①-6b    熊本県立盲学校高等部 (専政刊理療科)入学者選抜要項

①-6c    熊本県立盲学校高等部生徒募集要項

②-5 6a  熊本県立熊本聾学校高等部本科入学者選抜要項

②卜6b    熊本県立熊本聾学校高等部専攻科入学者選抜要項

②脂6c    熊本県立熊本豊学校高等部本科入学者募集要項

②脂6d    熊本県立熊本聟学校高等部専攻科入学者募集要頂

宮 崎

①-6a    県立盲鶉 部入磐 要項

①-6b    宮崎県立盲学校入学のしおり

②-6     県立聾学校幼稚部及び高等部入学者募集要項

③-6     宮崎県立都城ろう学取高辞部生徒募集要項

鹿児島

①-6 鹿児島県立盲学校・聾学校・養跡 の高等部及び盲学校

聾学校の専攻科並びに聾学校幼帷部の募集案内

②-6a    鹿児島県立鹿児島盲学校高等部入学者選考要網

②-6b    鹿児島県立鹿児島盲学校高等部本科入学者募集要項

②-6c    鹿児島県立鹿児島盲学校高等部専攻科入学者募集要項

③-6a    鹿児島県立鹿児島的      (本科)入幾 実施要項

③-6b    鹿児島県立鹿児島聾学栴辞署紙専攻科)ヌ幸著腿考実施要項

大分県立盲学校高等部の教育

大分県立聾学校高等部入学者募集要項

大分県立聾学校高等部生徒鼻集要項

沖縄県立盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部並びに高等部

入学者選抜実施要項

沖欄県立盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部入学者選抜実

施要項

沖縄県立盲学校、聾学校及び養護学校の高等部入攀

施要項

沖縄県立盲学校高等部専攻科入学者選抜実施要項

沖縄県立沖縄盲学校幼稚部並びに高等部生徒募集要項

沖縄県立沖縄ろう学校高等部募集要項
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茨城県立,栃木県立,埼玉県立,横浜市立,石川県立,静岡県立浜松,愛知県立名古屋,同岡崎,

兵庫県立,同淡路,宮崎県立)2科 (秋田県立専攻科,神奈川県立平塚本科),新標準法 (1993～98

年度の 6年計画)の「 8人」が 3校 (新滑県立新潟,同高田,佐賀県立)1科 (秋田県立本科)で
あった。なお,人数に「約」をつけて幅を持たせていたところが 5校 1科あった。

定員に関する記述のなかったのは,15校である。その中には,定員に関して定めた資料を未入手
のところの他に,意識的に定員を定めていない (明示していない)と ころがあると推定される。

3.重複障害学級

「アンケー ト」『学校要覧』等によって把握した限りにおいて,高等部に重複障害学級を設置して

いたのは41校 (図 1:認可年度判明40校,不明 1校)であり,すべて本科の普通科であった。未設

置は16校であるが, これらの中にも,教員を力日配したり,校内操作で重複障害学級を設けたり,教
育課程上のコースや類型を設けている学校がある。

4.入学者選抜に関連 した用語

入学者選抜に関するキーワード的な用語としては,ま ず選ぶ行為を表現する用語 として,「選抜」
が15校,「選考」が31校であり,「選考」の方が多かった。しかし,都道府県および教育委員会段階
と各学校段階で使用が異なったり,「選抜」「選考」を併用したり (4校),い ずれにおいてもその結

果に関しては「合格」ないし「合格者」の用語を使用しているところが少なくなく,両者の意味を

厳密に区分して用いているものか否かについては判然 としない。他には,「 (入学)検査」 (静岡県立

浜松,山口県立,徳島県立,香川県立,大分県立,宮崎県立),「入学者の決定」(京都府立,大阪府

立,大阪市立),「入学調査」 (都立八王子,広島県立),「入学相談 。学力調査」 (都立文京),「入学

考査」 (徳島県立),「入学者判定」 (長崎県立)があった。なお,都立八王子盲学校は,学力検査が

選抜試験でないことを明記していた。

結果を表現する用語としては,「合格」「合格者」が44校 と最も多かった。他には,「入学許可候補

者 (入学許可予定者)」 (埼玉県立,千葉県立千葉,都立文京,同八王子,山梨県立,滋賀県立,岡
山県立岡山),「入学予定者」 (大阪府立,大阪市立),「入学許可」 (長野県立長野,同松本),「入学

の可否」 (石川県立),「入学決定」 (ネ申戸市立)があった。

5.志願手続き

志願手続きとしては,願書,調査書の提出を基本に,健康診断書,眼科診断書,住民票などが加

わる。眼科診断書は,盲学校の特色である。なお,専攻科の場合は,調査書に代えて卒業 (見込み)

証明書・成績証明書,診断書に代えて障害者手帳の写しなどのこともある。全体 としては,学校に

よって必要書類に幅があり,ま た同一校の中学部から進学する場合は省略できるものも少なくない。

6.学力検査・面接 。諸検査

資料が未入手等のために判明しなかったところを除いて,残る49校すべてが学力検査を実施 して
いた。学力検査は,墨字,拡大文字,点字,テープ,口頭 (口述)等の出題・解答のメニュー方式

を採るところが多 く,一般的に点字の場合には時間延長が認められている。

主な学科について見ると,普通科 (判明は計48校)では,国語,社会,数学,理科,英語の 5教

科を行うところが42校 と多 く, 4教科以下のところは6校 (国数英の 3教科―埼玉県立,都立八王
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子,山梨県立,岡山県立岡山,広島県立 :国数の 2教科一北海道高等)であつた。教科に力日えて,

作文 (埼玉県立,都立文京,同八王子),一般常識 (長野県立長野)を追加するところもある。

中途障害者の入学も少なくない本科の保健理療科 (判明は計40校)では,国社数理英の 5教科を

行うのは16校 (う ち 1校は, 5教科に一般常識を追加)であり, 4教科以下が24校 と多かつた。具

体的には,英語を除 くところが多 く,国社数理十作文 (滋賀県立),国社数理 (岩手県立,栃木県立,

岐阜県立岐阜,二重県立,神戸市立,奈良県立,島根県立,岡山県立岡山,徳島県立,香川県立,

福岡県立柳河), 3教科十小論文 (新潟県立新潟), 3教科 (宮城県立,茨城県立,兵庫県立,高知

県立), 2教科十総合 (石川県立), 2教科十一般常識 (広島県立), 2教科 (愛知県立名古屋,鳥取

県立鳥取), 1教科十作文 (山梨県立,大分県立), 1教科 (神奈川県立平塚)であつた。

専攻科 (判明は計47校)では,本科の普通科および職業学科 (保健理療科等)の双方からの進学

者があること,教科に加えて科目が登場することなどから,卒業学科による選択指定や教科・科目

の選択など,何 らかの選択制を採るところが25校 もあった。そして,教科・科目に加えたり代えた

りして,(一般)教養 。(一般)常識・一般基礎学力 (栃木県立,群馬県立,都立八王子,神奈川県

立平塚,長野県立長野,静岡県立浜松,神戸市立,奈良県立,広島県立,鹿児島県立鹿児島),小論

文 (青森県立,群馬県立,埼玉県立,千葉県立,神奈川県立平塚,横浜市立,新潟県立新潟,岐阜

県立岐阜,愛知県立名古屋,同岡崎,奈良県立,香川県立,長崎県立),作文 (都立文京,同八王子,

滋賀県立,兵庫県立淡路,岡山県立岡山),総合 (石川県立)を設定するところが少なくない。中に

は,教科 。科目を課さないところも見られた (栃木県立,静岡県立浜松,神戸市立)。

上記の学力検査に加えて,面接および適性検査 (普通科を除 く)を実施するところが大多数であ

った。なお,面接は本人・保護者の双方 (同伴を含む)の ところもある。他に,障害に関する調査,

健康診断などが加わることがある。

ところで,重複障害者の場合に選考方法を別途に記載しているところがある。具体的には,学力

検査・作文を発達検査に代替 (埼玉県立),学力検査を別方法に代替 (千葉県立千葉),面接と健康

診断 (神奈川県立平塚,新潟県立新潟),準じた検査 (山梨県立),国数の特別問題 と生活適性検査

(愛知県立岡崎),別方法 (滋賀県立),別途の検査 と面接 (鹿児島県立鹿児島)等である。また,

福岡県立福岡盲学校の生活技能科は重複障害者のための学科であるが,学力検査はなく,知能検査,

S一M社会生活能力検査,機能検査,面接 (本人・保護者),健康診断が行われている。

7.発表

結果の発表方法は,郵便 。電話等による通知,文書の交付,学校における掲示,学校における発

表 (文書の交付,掲示等の区別は不明)な どによって行われていた (数種類の組み合わせもあり)。

8.併願

盲学校の各学科間,他高等部,公立高校等との併願の禁止を記載していたのは7校 1科であつた。

逆に,盲学校の学科間で併願が可能なことを明記していたところもあった。

9.二次募集

定員割れした場合等に二次募集することを記載していたのは19校であつた。



表 1 公立盲学校における高等部入学者選抜の状況

北海道高等 (高 )

(1974分 離狛ヤ)

岩 手 県 立

(19■創設 )

宮 城 県 立
(1914創 設)

秋 田 県 立
(1912創 設)

山 形 県 立 山 形

(1913創 設 )

福 島 県 立
(1898創 設)

茨 城 県 立

(1908創 設 )

栃 木 県 立
(1909創 設)

1994 渡部作成 )

考

専[ ]内 :定員にはヨ複障害学級6人を含む。
t( )内 :重複障害学級の最初の開設認可年。
○印一第二次募集あり (あ りうる)。

口頭受検可。
本aは普通科 :国 I・ H,数 I,社①選,

剛Э選,英 Io bは保健理療科卒 :国 I,

数 I,基礎医学 I・ H。

1948年度から高等部設置。
筆記試験は点字または普通文字。
・ 英↓・ または保健理療一般から1教科選択。
構英には聞き取リテストを含む。

1948年度から高等部設置。
受検方法 (墨字,点字,国頭)の選択可。
点字時間延長あり。

1948年度から高等部設置。
・ 調査書または成績証明書。
受検方法 (墨字,点字,日頭)の選択可。

1948年度から高等部設置。
点字時間延長あり。日頭受検可。
*英 I,現代社会,理 I,基礎医学から選①。
本科調律科-1967～1989(10月 )廃止。

1948年度から高等部設置。41986年度まで。
器生成・科学分野。
豫競学科間,高校との併願禁止。志願変更可。
鶴構本科保健理療科との併願可。

1948年度から高等部設置。
‡社,数,理から2教科選択。
器社,数 I,理 Iか ら2教科選択。

1948年度から高等部設置。
・ 一時中断した後,93年度から再開。

備

踊
襲
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報
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2

校 名 学 科
(開設年度) 県 i椴

定員
重 槻

(開設年)

用 語 志願手続 き 学力検査  !面 接・諸検査 発 表 肝腰 2歩 備 考

群 馬 県 立

(1927創 設)

普  通  科 側 [?]1731

合格 願,調,  眼

国,社,数,理,英

中教養 I・ H,小論文

面接 (本人・保
護者)健康調査,

十適性僚査 (普

通科を除く)

校

1948年度から高等部設置。
1994年度より本科保健理療科を尊攻科軸

“
一般教養 I(社・英),■ (数・理),小
論文 (600～ 800字程度)。

佃
側

科
科療

療

理健
理
保

埼 玉 県 立

(1908創 設)

普  通  科 1731 [?]t)
入学選考

入学許可候補者

願,調,健,眼
+住民票 (普)

十成績 証 明書
(専攻科)

国,数,英,作文・ 面接,諸検査

通・掲 禁

1948年度から高等部設置。
キまたは発達検査。
併願は原則禁止,志願先の変更可。科

科療
療

理健
理
保

国 I,数 I,現社,

理 I,英 I,小論文
面接,適性検査

千 葉 県 立 千 葉
(1912創 設)

阿
ω
い

一い
優

科
科
科
一科
科

療
一　
療

通
政
理
一療

理

健
一　
健

普
家
保
一理
保

記
入
な
し

[?]⑭
選考
合格者

入学者選抜
入学許可候補者

甲象選調磐書・
住民票 (普・家 )

十個人調査書・
履歴書・ 卒業証
明書 (理療科 )

国,社,数 理,英 面接 (本人・保
護者)

健康調査 通・掲 禁

1948年度から高等部設置。

学力検査が困難な場合には別途の方法によ

る。
公立高校との併願禁止。I(国・数),H(他

教科,小論文)

十生活適応能力

(理 )

都立 文 京 (高 )

(1908創 設)

普 通  科 G鋤 記
入
な
し

[?]① 入学相談
学力調査

入学許可候補者
の決定

願,調,健
住民票,50円

国,社,数,理,英 作文,面拠麟 診断
交

可

〇

1948年度から高等部設置。
1962年度より高等部単独校。

進学区域制を採っている。
専攻科の2学科間での併願可。

ｍ
ｃ

科
科

療理
療

健保
理

国 , 数 , 英 十機能検査(専攻科)

都 立 八 王

(1930創 設)

④
①

科
科療

通
理健

普
保

記
入
な
し

[?]tゆ
入学調査

入学許可候補者
の決定

願,調,健
住民票,50円

国,  数 , 英 1作文

IH犠家随
交 ○ 学力調査が選抜試験でないことを明記。

科
科

療理
療

健保

理

―――――
T―

―――
1編綴罷秩査 (理

国数英,一般常識 !療科)

神奈川県立平塚
(1910創 設)

①
①

科
科療

通
理健

普
保

10

10 選抜

合格者

願,調,健,眼
騰専攻科は卒業
(見込み)証明書

国,社,数,理,英 志願者面接
国       1掻毯却談怒普1

交 一
攻

可

一専

科

険方法 (墨字,点字,テ ープ,日述)の
沢可。
復障害者は面接と健康診断のみ。
1994年度より若干名の推薦入学枠を含む。

科
科療

療

理健
理
保

9*
9

国数理英各 1,小論|1靱 撻部悟
国 I,理 I,教養 1通科を除く)

市・ 横 浜 市 立

(1888創 設)

普 通  科 ⑩

×

9 [?]lVl

合格者

願,  健,眼
成績証明書
卒業証明書

障害者手帳写し

軸 拠 乳
翠 驀藍懸査 借

校

1950年度から高等部設置。
1990年度より本科保健理療科を専攻科改

組。側
側

科
科

療理
療

健保

理
査検能

，
齢

＞

科
身
専

通
＋
く

社,理,小論文

新 潟 県 立 新
(1907創 設)

普  通  科 li31

保 健 理 療 科 ①

理  療  科 ①

記
入
な
し

[?]⑩ 珠

選抜
合格者

願,調,  眼
保健調査書
家庭調査書
履歴書

国,社,数,理,英
選③牟手,4ヽ論文 面接

通 〇

1948年度から高等部設置。
よ普通科B(重複)は学力検査なし。
宇オ国,社,数,理,英から3教科選択。選③・ホ,イ 論ヽ文

健康診断

新 潟 県 立 高 田
(1887創 設)

科
科療

通
理健

普
保 選抜

合格者
理  療  科 61

富 山 県 立

(1907創 設)

普  通  科 ⑩
保 健 理 療 科 li31

理  療  科 側

93194

約20

約10

[?]①

離辮
願,調,健,眼

房基柴誌警芳
理,英

1巨摯
掲

可
○

1948年度から高等部設置。
1保健理療科率は理に書えて保健理療の選

択可。数学,英語からl教科選択。
離理療科は保健理療科との併願が望ましい。約10 国,社,理,翅O‡ 1視機能検査
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(表 1-そ の 3)

(創設年度)

学 科
(開設年度)

資料年
定員

重 複
(開設年)

用 語 志願手続き 学力検査 面接・諸検査 発表 併願 2次 備 考県 校

石  川  県  立

(1908創 設 )

①
⑩

一①
①

科
科
一科
科

療
一　
療

通
理
一療

理

健
一　
健

普
保
一理
保

約 9

約 9

約 9

約 9

入学選考
入学の可否

願,調,健,眼
環境調査書
十履歴書 (普通
科を除く)

国,社,数,理,英
国,数,総合

国,数,総合

面接,視力検査
十磯業道性検査
(普通科を除く)

通 1948年度から高等部設置。

福 井 県 立
(1913創 設)

ω
佃

科
科療

通
理健

普
保

[?]働

選考
合格者

調

他
，
の

願

そ

I観察及び面接

1健康診断

1保護者との教育
I相談等

通 1949年度から高等部設置。
理  療  科 い

山 梨 県 立
(1918創 設)

普  通  科 li3

保 健 理 療 科 い

理  療  科 仰

別
に
定
め
る

[?]00

選考
入学許可予定者

願,調,健
住民票

目よ贋 士_士_ヨ面舞 機能検査
国I,数 I,選①‡

|

掲

椰
可
一

〇

1948年度から高等部設置。
点字時間延長,日頭受検可。
普通科の重複障害者は準じた検査を実施。
・ 現代社会,理 Iか らl教科選択。

長 野 県 立 長 野

(1900創 設 )

Ｑ
ω

科
科療

通
理健

普
保

干
干
一
千

若
着
一
若

[?]1861

選考

入学許可

願,調,健,眼
卒業 (見込み)

証明書

国,社,処 理,英
一般常識

面按 通
理  療  科 173

長 野 県 立 松 本
(1912創 設)

②
④

科
科療

通
理健

普
保

着干

若干

若干

選考
入学許可

願,調,健,眼
卒業 (見込み)

証明警

面接
十適性検査 (普

通科を除く)

通 1948年度から高等部設置。
理  療  科 ④

岐 阜 県 立 岐 阜
(1894創 設)

普  通  科 1731

保 健 理 療 科 ①

理  療  科 li31

93194

記
入
な
し

離鵠
願,調,健,眼
住民票抄本
個人調査票

国,仏 数,理,英
国,社,数,理

現社,理 I,小論文

面接 (本人・保
護者),健康診断

校
1948年度から高等部設置。
1回だけ志願変更可。

静 岡 県 立 浜 松
(1921創 設)

普  通  科 側
保 健 理 療 科 ④

理  療  科 ⑩

９

９

一　

１８

入学検査
合格発表

願,調,健,眼
国,社,数,理,英

小論文,一般常識 十

面接
肢体機能検査

校 本科家政科・音楽科-1990廃止。

愛知県立名古屋
(1901創 設)

ぃ
ぃ

一６‐
００

科
科
一科
科

療
一　
療

通
理
一療

理

健
一　
健

普
保

一理
保

約

約
C類型 孝

選考
合格者

願,調,  眼
住民票
卒業 (見込み)

証明誉 §≧魯孔]鰯 通・掲
串教育課程上の重複扱い。
学力検査得点の関覧可能 (本人・保護者)。

約

約

愛 知 県 立 岡 崎
(1901創 設)

普  通  科 ?ゆ

保 健 理 療 科 ?つ

理  療  科 ④

約

約

路鵠
願,調,  眼
卒業 (見込み)

証明書

国,社,数,理,英
奉重複障害コースあり

国数 I,選Э琳,小論

面接(本人・保護者),

健康診断 (外部者)

+的 性検査 (普

通科を除く)

通・ 掲

1949年から高等部設置。
志国,数の特別問題および生活適性検査で
実施。

4■数 I,英 Xか ら1教科選択。
約 9

三 重 県 立
(1919創 設)

④
①
一④

⑩

科
科
一科
科

療
一　
療

通
理
一療

理

健
一　
健

普
保
一理
保

記
入
な
し

選考
合格者

所定の出願書類

英理
理

数
数

社
社

国
国 面接

通
1948年度から高等部設置。
日頭受格可。国I,数 I,選①(生

物・化学・物理)

十機能積査 (晋

通科 を除 く)
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(表 1-その 4)

学  校  名
(創設年度)

滋 賀 県
(1908創 設)

京 都 府
(1878創 設)

市 ,大 阪 市 立
(1900創 設)

兵 庫 県 立

(1905創 設)

兵 庫 県 立 淡 路
(1948創 設)

市・ 神 戸 市 立
(1939創 設)

奈 良 県 立

(1920創 設)

1948年度から高等部設置。
重複障害学級の受検は別方法。
学*社 は日本史,世界史,現社,地理より週0,
理は物理,化学,生物,地学より選①。

普通科には軽度重複,中度重複,重
3種のクラスを設置。

は1年制。

専攻科の 2学科 (音楽科・情報処理科)は
2年制。

1948年度から高等部設置。

高等部本科および専攻科の音楽科 (1948～ )

は,1994年度より募集停止。
重複学級としてBCの 2類型の教育課程。

重複学級としてABCの 3類型の教育課程。

受検方法 (墨字,点字,日頭)の選択可。

専攻科の社は現社・地理・歴史,他教科は

1961年度に理療科別科を設置。
1回のみ志願変更可。
鞣学力検査を一般教養,専門,実技に代春

可。

1948年度から高等部設置。
重複学級として 2類型の教育課程。
眼科診断書または身体障害者手帳,調査書
または卒業証明書。

重複学級としてABの 2類型の教育課程。
原則として筆記解答,日頭受検可。

口頭)の選択可 ,
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韻

い〕
帥

（騨
Φ
Ｏ
ヽ
）
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数,理,英 ,



学   校 科
戦

学
殿

定 員
複
年設

重
開 用 語 志願手続き 学力検査  1面 接・諸検査 発表 併願 2次 備 考

鳥 取 県 立 鳥 取
(1910創 設)

佃
佃

科
科療

通

理健
普
保

０

〇

一　

〇

入学者の選抜
合格者

願,調,健,眼
卒業 (見込み)

証明書

国,社,数,理,英
国,社

国,数,理,英中
面接,適性検査 通・校

1948年度から高等部設置。
受検方法 (墨字,点字,日頭)の選択可。
キ保健理療科卒業者は数または英を保健理
療に代誉可。

理  療  科 い

島 根 県 立
(1905創 設)

普  通  科 い
保 健 理 療 科 い

理  療  科 173

干
干
一
千

若
若
一
若

[?]①

入学者選抜
合格

願,  健,眼
卒業 (見込み)

証明書
成績証明書

副,社,数,理,英
∃,社,数,理

劃I,現社,選② * 縫的離韓螂鱒
通

1948年度から高等部設置。

`数 I,理 I,保健理療から2科目選択。

岡 山 県 立 岡 山
(1908創 設)

は
い

一佃
ω

科
科
一科
科

療
一療

通
理
一理
療

健

一健

普
保

一保

理

[?]001
入学者選考

入学許可予定者
合格

願 , 眼

卒業 (見込み)

証明書
成績証明書

∃,  数,  英
雪,社,数,理 章遷勲亀荏穣査

通

可

一
可

日頭受検可。
4社,英から1教科選択。∃,社,数,作文,

選①Ⅲ
1基耳舞蔀暑律検

広 島 県 立
(1914創 設)

ω
ω

一側
α

科
科
一科
科

療
一　
療

通
理
一療

理

健
一　
健

普
保
一理
保

記
入
な
し

[?]①

入学調査

合格者

願,調
成績証明書
卒業 (見込み)

証明書,写真

監一般ぜ騒,選①琴1耳標塗奪
通

1948年度から高等部設置。
▼数,英から1科目選択。函:~=顧髯説

‐
茨■卍箔盤燃石

英・保健理療で選① (保護者同伴も可)

山 口 県 立
(1905創 設)

①
④
一④
⑪

科
科
一科
科

療
一　
療

通
理
一療

理

健
一　
健

普
保
一理
保

記
入
な
し

E?]⑭

入学検査
合格

領,調,健,眼
国,社,数,理,英 画接

身体精 春

`内

科
通・掲 〇

と国I(漢文を除く),数 I,英 I,社会(現

社,日本史,地理,総合社会から選①),

理科 (理 I,物理,化学,生物,総合理
科から選①),基礎医学から3教科選択。

選③半 眼科)

運動機能検査

徳 島 県 立
(1931創 設)

①
⑩

科
科療

通
理健

普
保

若 干
入学考査
選抜
合格

眼健調
票

，
検
真

霞

髭

子

英
　
一英

↓

理
，
理
一理
，
翻

数
数
一数
■

乱
，社，一，社，賂

国

回

一
国

国

面接
十身体機能検査
(普通科を除く)

十眼科健康診断
(必要者のみ)

通・校
翻
可
一懃
桐

○

*数 I,理 I,物理,化学,生物,生理学
から1科目選択。

1995年度より専攻棚 修科を設置予定。
⑩
④

科
科法

療
療学

理
理

約

約

香 川 県 立
(1907創 設)

①
①

科
科療

通
理健

普
保

干
干

若
若 査

格
検
合

願,調,健,眼
個人調査書

英理
理

数
数

社
社

国
国

面接
健康診断

校

可 =4

1948年度から高等部設置。
日頭受検可。
中数,社,理,英,保健理療から選③。
織保健理療科との併願可。

理  療  科 ⑩ 若 干 国,小論文,選③ *
十諸機能検査
(普通科を除く)

愛 媛 県 立 松
(1907創 設)

個
側
一
側

科
科
一
科

療
一

通
理
一
療

健
一

普
保
一　
理

勘鵠
願,調,健 面接 尊攻科に保健理療科を開設準備中。

高 知 県 立

( 創設)

科
科療

通
理健

普
保

若干

若干

若千
路鵠

願,  健
住民票,入学調
査書,卒業証明
書,成績証明書

目:_色 簑:_岳__吾 1曇誓)徳
人・悌

|十 適性検査 僧
1通科を除く)

国,選③オ
通・掲 可

2学科間で併願可。
本社,数,理,解剖・生理,臨床医学,保
健理療臨床論から3教科選択。理  療  科

∞
φ
］

踊
襲
昌
削

中
ⅢＩ

・
醍
報
蔚
高
村
尋
い
副
咄
去
⑤
＞
報
蝋
南
鮮
避
濁



孤
翔
＞
報
辮
軒
報
襲
即
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鵡
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蝉
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摯
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鰈
　
鴻
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(表 1-そ の 6)

学 学 科
(開設年度)

こF
複
年設

重
開

用 語 志願手続 き 学力検査   !面 接・ 静検査 発表 併願 2次 備 考

福 岡 県 立 福 岡
(1910創 設)

い
い
側

科
科
科

療
能

通

理
技

健
活

普
保
生 入学者選考

合格
眼調

書
，
歴

碩
覆

国,社,数,理,英
国,社,数,理,英
知能検査,S― M検査

1面接 *

1健康診断
校

1948年度から高等部設置。
工生活技能科は本人・保護者面接。
出願後の志願変更 1回可。
1996年度より福岡高等盲学校に改組。1999

年度より専攻科に保健理療科,研修科開設。理  療  科 俯 国,社,数,理,英 通科を除く)

福 岡 県 立 柳 河
(1909創 設)

い
佃

科
科療

通
理健

普
保 選考

入学検査
合格

願,調 中, 眼
卒業 (見込み)

評明書

英理
理

数
数

社
社

罰
∃ 面接

校

1948年度から高等部設置。
拿または成績証明書。
出願後の志願変更 1回可。
‥保健理療科卒は解剖・生理・病理・衛生。理  療  科 tS ∃,社・数・理・英孝■理療迪性検査

福岡県立北九州
(  創設)

科
科療

通
理健

普
保

酵
舘 類

詞
書

，
要

願
必

面接
健康診断
身体磯能検査

校 出願後の志願変更 1回可。

理  療  科

と 賀 県 立

(1924創 設)

い
い

科
科療

通
理健

普
保 入学者選抜

選考
合格

願,調,健,眼
国,社,数,理,実

面 接
通・移

日頭受検可。
本国 I■ ,社 (現社,地理,日本史,世界
史),数 I■ (電畢計算機を除く),理 I,十

英 IHま たは基礎医学 Iか ら溜③。理  療  科 い 国社数理,週Э孝 視力機能検査

長 崎 県 立

(1898創 設)

普  通  科 仰 [?]①
入学者判定

合格

願,調,健,眼
卒業 (見込み)

証明暮

国,社,数,理,英 面 接

校 ○

本科保健理療科は1994年度から専攻科に改組。
1次募集以外の学科に2次募集可。
革保健理療科卒・外部受験者は,国理社
小論文,十英・数・基礎医学から選③

伽
６‐

科
科

療理
療

健保

理
国,社,数,理,英
+小論文 ‡

適性検査

熊 本 県 立
(19■創設)

側
硼

科
科療

通
理健

普
保

×
入学者選抜
合格者

願,調,健,眼
受験票
写真票

国,社,数,理,英 健康診断
+機能検査 (普

通・掲

禁

・
可

点字時間延長あり。
キ公立高校・他高等部との併願禁止,ただ
し盲学校の学科間の併願可。

キ・保護者同伴面談。
理  療  科 佃 国,社,数,理,英 +面談 (外部者)

大 分 県 立

( 創設)

科
科療

通
理健

普
保 入学検査

合格者
願,調,健,眼

英理
接

数
，

，
画

，
文

社
作

国
社 普の学力検査は県立高校入試に準ずる。

点字時間延長あり,日頭受検可。
本理 Iま たは理療科目から塾0。

狩
科療

療

理健
理
保

国(漢文を除く),現
代社会,選①導

宮 崎 県 立
(1910創 設)

①
①

科
科療

通
理健

普
保

Ｈ

９

E2]①

入学検査
合糖

願 ,調,健,眼
志願者調査票

卒業 (見込 み )

証明書

国,社,数,理,英
重複障害は面接のみ

国,社,数,理,英

面接 (本人・保
護者),機能検査

通 1948年度から高等部設置。

理  療  科 ④ 9

鹿児島県立鹿児島
(1910創 設)

④
①

科
科療

通
理健

普
保

御

約
入学者選考
合格者

願,詞,健,眼
写真

国,社,数,理,英 よ
1面接 (本人・ 保

通 可

1948年度から高等部設置。

期諄籍鶉協f理  療  科 10 約10 国社数理英,常識専■
1護者)

沖 縄 県 立 沖
(1921創 設)

⑩

①

科

科療
通

理健
普
保

[?]li71

入学者選考
合格

願,調,健,眼
住民票謄本
家庭調査書

面移.発達検査
通・校

専攻科に保健理療科を1995年度開設準備。
な国,数 I,理 I,社①(政経,現社),英
語or保健理療。理  療  科 90 国社数理,選①孝 等



表 2 公立聾学校における高等部入学者選抜の状況

(創設年度)

北海道高等 (高 )

(1970創 設)

[高 1970]

県 立 青 森
(1925創 設 )

備

∞
０
ト

高等部の中で第 5志望まで併願可。

3コ ースあり。

薦
畿
晨
削

中
酎

・
嬬
報
蒔
再
前
専
さ
副
哨
去
○
＞
報
蝋
朧
蔚
萱
濁

岡軸

躙
引

県

？
高

手

く
Ｅ

岩

秋

県 立 ― 関
(1956分 室開設 )

1960

田  県

(1912創 設 )

[高 1951]

専攻科 (1963～ 1978)。

1973-木エエ芸科を産業工芸科に改組。
1973-理容師養成科を理容科に改組。

理容科 (本科・尊攻科,1951～ 1998)。

産業工芸科,被服科 (1948～ 1993)を 普通
科に改組。

山 形 県 立 山 形

(1927創 設 )

[高1948]

1

2)

3)

4)

5)

6)

る事項は「+」 で示した。
(資料 1の理学校関連資料の和暦に対応)。

学力検査は,分かる範囲で教科・科目を記載した。選②は2教科選択の略で,選択の範囲は備考等に示した。
結果の発表方法について,通知 (郵便・電話等)一通,文書の交付―交,学校にて発表―校,掲示発表一掲と略記した。
学科の開設年度は,各校からの回答に基づいて,現在の名称・修業年限の学君が認可された年度を表示した (一部に前身学科の発足年度が表示されている)。 なお,理学校の場合には,高等部
の発足が戦後少し経ってからの学校も少なくないので,高等部の開設年度を学校名の欄の [高 ]内に示した。
第 2次募集に関する記述がある場合に,「 2次」欄に「○」を付けた。
要項等に記載されていない為に表示されていないが,実際には実施されている事項があることに留意のこと。



学   校

福 島 県
(1908創 設)

[高 ?]

茨 城 県 立 水 戸
(1908創 設)

[高 1952]

栃 木 県
(1909創 設)

[高 1948]

群 馬 県 立
(1927創 設)

[高 1948]

埼 玉 県 立 坂 戸
(1951分 校開設)

[高1948]

埼 玉 県 立 大
(1923創 設)

[高 ?]

千 葉 県 立 千 葉
(1931創 設)

[高1947]

都立石神井 (高 )

(1962創 設)

[高1962]

部立 大 田 (高 )

(1962創 設)

[高 1962]

名
考

高等部の学科間,公立高校との948禁 止。

(1953～ 1961)

は面接のみ。

木工工芸科(1948～ )を産業工芸科に改組。
金属工芸科(1968～ )を機械科に改組。

1956-91)。
1964)→産

980-91)。
ψ

)。

した者 の

木材工芸科→産業工芸科。洋裁科→被服科。
併願は原則禁止。志願先の変更可。
面接は本人・保護者。

木材工芸科→産業工芸科。
併願は原則禁止。志願先の変更可。
理容科は全県域,他学科は通学区域制。

技芸科→被服科 (1963)。

専攻科普通科→教養科 (1990)。

健―健康診断・療育手帳 。身体障害者手帳
等の掲示。
公立高校との併願禁止。

→印刷ビジネス
報磯械科。

被服 (和裁・洋裁)科→家政科。

被服科→家政科 (1968)。

工芸科→機械科 (1968)。

印刷科→グラフィックアーツ科 (1991)。

本科家政科は生活科学科に変更予定。

瓢
聟
》
報
鉾
叫
熊
妾
剤
滞
鵡
]卜

蝉
珊
摯
報

糾

餅
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2-その 3)

学  校  名
(創設年度) 科

戦
学
緞 県 i核

定 員
重 複
(学 級)

用 語 志願手続き 学力検査 面接・諸検査 発表 併願 2次 備 者

都 立 綾 瀬 (高 )

(1960創 設)

[高1960]

御
御
伽
ｍ

科
科
科
科

芸

通
械
工
政

業

普
機
産
家

170

入学相談
入学許可候補者

の決定

願,調
診断書 or障害
者手帳の提示
住民票
考査料50円

国,数,表層療診断 交

1994か ら学科の下にコース (系 )を設定。
木材工芸科→室内工芸科 (1970)→産業工
芸科 (1973)→ 1995変更予定。
被服科→家政科 (1994)。

専攻科で は校 内操作で普通科 を設置
(1975～ 91)。

一翻
脚
脚

．

芸
械
工
政

業
機
産
家

都 立 立 川
(1951創 設)

[高 ?]

普  通  科 1601 入学相談
入学許可候補者

の決定

願,調,診断書
or障害者手帳,

住民票,50円
国,数,羽屈塵診断 交

高 3か らコース制に分かれる(和裁,洋裁,

インテリア,情報機械,情報デザイン,情
報ビジネス)。懺  業  稗②①

市
鍛

９６２３

崎
・９５
睛

①
①

科
科

通
服

普
被 機鵠

願,調 国社数理英,作文
1面接 (本人・保
1護者)

通・掲 怒
不 県内他校との併願禁止。

慎 須 賀 爾 立

(1929倉 」設 )

[高1959]
普  通  科 1591 9

入I‐4査
合格者 国,社,数,理,英 面 接 通・掲 可

榎  浜  雨

(?創 著

[高 ?

普  通  科
生 産 流 通 科

9

9 雄鵠
健
善明証，績

真

願
成
写

国,社,数,理,英
作文

接
者

面
護

(本人・保
校 2学年以上も欠員募集あり。

神奈川県立平塚

科
科
科
科
一

士玄
　
　
　
一

工
容
服
刷
一

業
　
　
　
一

産
理
被
印
一

選抜
合格者

願 ,調
他

国,社,数,理
面接 (本人・保

交科
科
科
科

芸工
容
服
刷

業産
理
被
印

5

5

5

5

国,社,数,理,英
医師検診

岡鰈

醐
引

県

？
高

潟

く
‥

新 科
科芸

服
工業

被
産

９

９

一　

９ 勘鵠
健調

他，
の

願
そ 面接

産 業 工 芸 科

新 潟 県 立 新 潟
(1927創 設)

[高1951]

ｍ

６‐

ｍ

科

科

科芸

通
服
工業

普
被
産

)4194 勘鵠
頭,調,健 な し 画接 交・掲

造形科・農業科 (1951～ 70)。

校長を委員長とする入学者選抜会議が,調
査書,健康診断書,面接で総合的に審査。

富 山 県 立 富 山
(1932創 設)

[高 1948]

脚脚脚一翻翻翻

古▲
　
　
一芸
報

工
政
械
一工
情
械

業
　
　
一業
活

産
家
機
一産
生
機

}縄

1鴇

140

140

1681
選抜

入学検査
合格者

頭,調,  オ
十卒業 (見込み)

証明書 (専攻科)

国,  数
面接
聴力検査 校・通 ○

赫隷(1鶏
!;:意再4鶏紅

麟撃科。
被服科 (専攻科1959)→ 生活情報科。
金属工芸科 (1968)→機械科。

四 床 立 局 回
機  械  科 0】

家  政  科 0】

縦

Ｘ
⑫
⑫ 勘攀鵠

碩,調 面接
聴力検査

国,数,作文 校・通 ○
分校→本校昇格 (1965)。

被服科 (1963)→家政科。

石 ,II 県

(1908創 設)

[高1948]

普  通  科 175 約1,

約 9

約 9

否離珈鵠
入 頭,調

国,社,数

課題論文

面接
+保 護 者面接
(普 )

通

普通科 (覧 959～ 71)。 理容科 (1948～ 93)。

現在の普通科は,コ ース制を採用 (産業エ
芸,被服,生活技能)。 被服科・木材工芸科
(1948)→名称変更・コース化 (1975)。

被  服  科②

“
産 業 工 芸 神2個

踊
襲
昌
削

中
ⅢＩ

・
幡
鵜
蔚
膏
村
耳
い
副
哨
義
⑤
＞
報
蝋
商
鮮
登
灘



表 2-

学 校
(創設年度)

名 科
穀

学
鵬

定 員
重

学
複
級)

用 語 志願手続き 学力検査  1面 接・諸検査 発表 併願 2次 備 考

福 井 県 立
(1915創 設)

[高1948]

脚脚一潮潮

芸
一

芸

服
工
一服
工

業
一　
業

被
産
一被
産

}m
酵需

願,調,健,オ 国,社,数,理,珂麗藻鰺断 修 要
Iな時)

通

工芸科(1934)→木材工芸課程 (1948)→ 産業
工芸科。家庭技芸課程 (1948)→被服科。
クリーニング科 (1964～ 85)。

専攻科は従来の2年課程が1971よ り1年課程。
}Ю

県
鍛
９４８３

梨
‐９４
隋

山

普  通  科 10

に
め

別
定

る

選考
選抜

入学許可予定者

願,調,健 (オ )

住民票
国,社,数,理,認尾考検査

!身体検査
校

長 野 県 立 長 野

(1903創 設 )

[高 ?]

産 業 工 芸 科
被  服  科

①
①

干
干

若
若

⑪
ｍ

選考
入学検査
入学許可者

願,調,他 国,社,数,理,英 1面接 通・ 掲

長 野 県 立 松 本
科
科

芸工
服

業産
被

X
干
千

若
若

選考
入学許可

碩,調,他 面接 通

阜動
躙
珂

県
９３．
高

阜
Ｑ
Ｅ

岐

Ｏ
⑭
側

科
科
科

芸工
服
容

業産
被
理

工芸科・裁縫科 (1931)→ 名称変更 (?)。

1994よ リコース制を整備―産業工芸科 (木

工,窯業),被服科 (洋裁・紳士服),理容
科。潮潮翻

芸工
服
容

業産
被
理

静 岡 県 立 沼 津
(1949創 設)

[高1958]

①
①
①
①
一

科
科
科
科
一

用
　
能

応
容
技
通

活
　
活

生
理
生
普

選考
入学者の発表

願,調,健
写真

国,社,数,理
作文

面接 通・掲
木工科 (1958)→ 産業工芸科 (1973)→ 廃
止 (1991)。

被服科 (1958～ 90)。

理  容  科9船

愛 知 県 立 一 宮
(1954創 設)

[高 1957]

普  通  科 182 衡 9 勝辮
頂,調 ∃,社,数,理,英

1面接・聴力検査

1談箸卍
からの受通・掲 被服科 (1957～ 84)。

愛知県立名古屋
(1901創 設)

[高1947]
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酵鵠
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国,社,数,理,英

面接 (本人・保
通・掲

普通科は一時期募集停止 (1933～ 71)。

裁縫科 (～ 1933)→和裁縫科・洋裁縫科
(～1947)→被服科。

家具科 (～ 1940)→ 木工科 (～ 1947)→ 木
材工芸科 (～ 1952)→ 産業工芸科。一潮潮潮潮

一
　

芸

一通
服
工
械

一　
　
業

一普
被
産
機

英 I

家庭一般,被服

「
錨勢線舒

護者 )

愛 知 県 立 豊 橋
(1898創 設)

[高 1949]
普  通  科 1821 約 9

選考
合格者

願,調 国,社,数,理,英 面接 (本人・保
護者)

通・掲
被服科・工芸科・理容科 (1949～ ),美容科
(1952～ )が本科および専攻科にあったが,

1970年度以降次第に廃止。

愛 知 県 立 岡 崎 曽  通  科 X 約18
選考
合格者

願,他
面接,健康診断,

他
通・校

二 重 県 立
(1919創 設)

[高文947]

硼
側
側

科
科
科
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服
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被
理

酵鶴
願,調
応募理由書

国,社,数,理,英

国,社,数,理
職業 と

通
普通科設置を要望中。
好工芸,理容,被服関係のいずれか。翻

潮
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芸
服
容

工
被
理
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鵜
蝉
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(表 2-そ の 5)

学  校  名
(創設年度)

滋 賀 県 立 単

京 都 府 立
(1878創 設)

[高1948]

兵 庫 県 立 神 戸

兵 庫 県 立 姫 路
(1948創 設)

[高 1950]

県

和歌山県立和歌山
(1918創 設)

[高1949]

出願は1人 1校,公立高校との併願禁上。

普通科Aについては観察を含め入学診断。

(1967～ )→デザイン科 (73～ )。

庭科 (1963～ )→家政科 (75～ )。

科は,1963年度に本科として設置,

より専攻科となった。

(1975～ )。

被服科を

竹材工芸科 (1952～ 83)。

商
襲
馬
削

中
ⅢＩ

・
船
報
蒔
再
村
耳
か
副
哨
装
⑤
＞
報
蝶
商
灘
謹
溺

(1910創 設 ) 表具科 (～ 1990)。



(表 2-そ の 6)

学  校  名
(創設年度)

島 根 県 立 松 江
(1910創 設)

[高 1947]

島 根 県 立 浜 田

岡 山 県 立 岡 山

(1908創 設 )

[高1948]

広 島 県 立 広 島
(1914創 設)

[高 1948]

広 島 県 立 尾 道

(1955創 設 )

鰯採

山 口 県 立

家庭科 (55～ )→普通科 (56～ 58)。

A―将来職業自立が可能な者。
B一将来身辺 自立が可能 な者。

理髪科 (1944～ )→理容科。
工芸科 (1938～ )→工芸科→産業工芸科。
裁縫科 (1938～ )→被服科。

釜量憑霰懲罫醤銭長抵ご蜃蓼毒言と読記。
・ 「将来 の夢」 400字以上―事前 に提出。

専晏倉畳馨寿真ぁ燿季徳篭等録聾碁籍ぁ卒
業者 (原則 として)。

ホ報告書または指導要録の写し。
本校中学部卒には入学調査は行わない。

1948～)→ (71～ )→

�
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≫
報
館
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報
当
剤
灘
韓
眸
　
蝉
叫
摯
報
　
糾
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鰈
　
韻

齢〕
中

　

（お
駕
）

(1907

高

工芸科 (73～ )。 被服科 (48)・ 印刷科

(60)・ 産業工妻科を改組 (

被服科一和裁コース,洋裁コース。
理美容科―理容コース,美容コース。
専攻科は書類選考および面接のみ。

高等学校・他の特殊学校高等部との併願禁
止 。

工立県
鯉
呵

島
・９３
隋

徳

香 川 県
(1908創 設)

[高 1948]

)

愛 媛 県 立 宇

(

愛 媛 県 立 松 山



(表 2-そ の 7)

備       考

鮎ヨ期酔

学  校  名
(創設年度)

高 知 県 立 高 知
(1929創 設)

[高1948]

福岡県立福岡高等
(1989創 設)

[高1989]

崎 県
(1898創 設)

[高 1947]

熊 本 県 立 熊 本
(19■創設)

[高 ?]

畿蒼YYヨ買寄f潅墾課 (甥サ

線請鍋瑞鋼祗封言桃

奈苺糸奨稜94畠 8警妻隷鉄客ぞ岩9。 (専
4年制)。

術科 (ビ ジネス・生活文化),

(理容・美容)。

理容科。

木材工芸科→産業工芸科。
さらに高等部専攻科に進学できる。

専攻科は面接のみ。

委健冠蓑砧51遇

'鴫

晶痔言
工芸科。

選尋洛慰箕言裔齋寧穣員た錯禁を語毅督稜
に,受験者へ文書で通知。
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哨
襲
⑤
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報
蝋
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鮮
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灘

斃言霊堅どき奨計撃ピ銚

大 分 県 立
(1908創 設)

[高1948]

宮 崎 県 立 都 城
(1927創 設)

[高1949]

∞
『
Φ

工芸科・被服科 (1961～ 85)。
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H.聾 学校

1.高等部の学科開設状況ω

1994年度において高等部を設置している聾学校は,都道府県100校 (7分校を含む)中 の65校0(1

分校を含む),市立 4校中の 4校,国立 1校中の 1校,私立 1校中の 0校である。この内,高等部の

みを設置した高等部単置校は6校 ●ヒ海道高等,都立石神井,同大田,同綾瀬,大阪府立生野高等,

福岡県立福岡高等)である。 1都道府県の聾学校 2校以上に高等部があるのは,岩手県 (県立 2校 ),

埼玉県 (県立 2校),千葉県 (県立 1校,国立 1校),東京都 (都立 4校),神奈川県 (県立 1校,市
立 3校),新潟県 (県立 2校),富山県 (県立 2校),長野県 (県立 2校),愛知県 (県立 4校),大阪

府 (府立 2校,市立 1校),兵庫県 (県立 2校),島根県 (県立 2校),広島県 (県立 3校),愛媛県

(県立 2校),宮崎県 (県立 2校)であり,他の32道府県は 1高等部のみであった。表 2に ,国。私

立を除 く公立69校 における高等部の入学者選抜を一覧にした。

設置学科は,盲学校よりも種類が多 く,普通科,機械科,窯業科,産業工芸科,デザイン科,印

刷科,金属工業科,家政科,被服科,理容科,美容科,ク リーエング科,歯科技工科,美術科など

に及んでいる。

聾学校での普通科の設置は盲学校よりも遅れており,本科で普通科を設置しているのは1989年度

以降に9校増力日して,計43校である (普通科未設置は,岩手県立一関,宮城県立,埼玉県立坂戸 ,

同大宮,神奈川県立平塚,新潟県立長岡,富山県立富山,同高岡,福井県立,長野県立長野,同松

本,岐阜県立岐阜,二重県立,滋賀県立聾話,島根県立浜田,岡山県立岡山,広島県立広島,山口

県立,香川県立,愛媛県立松山,佐賀県立,長崎県立,大分県立,宮崎県立都城,同延岡,鹿児島

県立鹿児島の26校 )。

聾学校の場合,設置学科の再編が盲学校より頻繁に行われている。「盲学校及び聾学校の高等部の

学科を定める省令」 (1966年制定施行)の 1972年 (1973年度から施行)改正で工芸科・塗装科が産業

工芸科・金属工業科に,1989年 (1994年度から施行)改正で窯業科 。金属工業科が材料技術科・セ

ラミック科に変更されている。普通科への改組の他に,情報デザイン科 (群馬県立),教養科 (千葉

県立千葉),印刷ビジネス科・情報機械科 (都立石神井),グラフィックアーツ科 (都立大田),生産

流通科 (横浜市立),生活情報科 (富山県立富山,山口県立),生活技能科 (静岡県立沼津),産業技

術科 (島根県立松江,高知県立高知,福岡県立福岡高等),産業情報科 (山口県立),商業技術科 (福

岡県立福岡高等)な どの新学科への再編・移行が見 られた。

なお,歯科技工科は専攻科に 2校のみ (北海道高等,大阪府立堺 :公立 2校に国立筑波大附属を

加えると3校)の設置である (大阪府立堺では歯科技工科の選考日程が他よりも1か月早い)。

2.定員

定員に関する何らかの記述があったのは,54校である。

その内,具体的な人数を定めない記述としては,明 Jに定める」1校 (山梨県立),「若干名」11校

(山形県立山形,福島県立,長野県立長野,同松本,島根県立,同浜田,岡山県立岡山,広島県立

広島,徳島県立,香川県立,高知県立)であった。

人数を示した42校 において,旧々標準法の「10人」が10校 (宮城県立,群馬県立,富山県立富山,

同高岡,福井県立,京都府立,鳥取県立鳥取,愛媛県立宇和,福岡県立福岡高等,鹿児島県立)4科
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(大阪府立生野高等専攻科,同堺専攻科,大阪市立専攻科,熊本県立熊本本科),旧標準法の「 9人」

が23校 ●ヒ海道高等 [2学科を除 く],青森県立青森,岩手県立盛岡,同一関,茨城県立水戸,埼玉

県立坂戸,同大宮,横須賀市立,横浜市立,新潟県立長岡,同新潟,石川県立,愛知県立一宮,同
名古屋,同豊橋,同岡崎,兵庫県立神戸,和歌山県立和歌山,山 口県立,大分県立,宮崎県立都城 ,

同延岡,沖縄県立沖縄)3科 (秋田県立専攻科,静岡県立沼津本科,大阪府立生野高等本科),新標準

法の「 8人」が 1校 (佐賀県立)1科 (秋田県立本科)であつた。他に「 5人」というのが 1校 (神奈川

県立平塚)1科傾鷺本県立熊本専攻科)あ った。なお,人数に「約」をつけて幅を持たせていたところ

が 7校あった。

定員に関する記述のなかったのは,15校である。その中には,盲学校と同様に,意識的に定員を

定めていない (明示していない)と ころがあると推定される。

3.重複障害学級

重複障害学級を設置していたのは32校 (図 2:認可年度判明26校,不明 6校)であり,盲学校よ

りも少なかった。聾学校の場合,学科 としては,むしろ普通科は半数の15校 (秋田県立,茨城県立

水戸,栃木県立,都立石神井,都立大田,都立綾瀬,都立立川,川崎市立,京都府立,大阪府立生

野高等,同堺,大阪市立,兵庫県立姫路,広島県立尾道,福岡県立福岡高等)であり,産業工芸科

(男子)・ 被服科 (女子)な どの職業学科にも設置されていることが特徴的であった。

なお,未設置校の中にも,教員を加配したり,校内操作で重複障害学級を設けたり,教育課程上

のコースや類型を設けているところがある。

4.入学者選抜に関連 した用語

入学者選抜に関するキーワー ド的な用語としては,ま ず選ぶ行為を表現する用語 として,「選抜」

が16校,「選考」が40校であり,盲学校 と同様に「選考」の方が多かった。しかし,両者の意味を厳

密に区分して用いているかについては同じく判然としない。他には,「入学相談」 (都立石神井,同
大田,同綾瀬,同立川),「 (入学)検査」 (ナ H崎市立,横須賀市立,横浜市立,富山県立富山,同高

岡,長野県立長野,大阪府立堺,大分県立,宮崎県立都城),「入学者の決定J(京都府立,大阪府立

生野高等,同堺,大阪市立),「入学志願者調査」 (広島県立広島),「入学調査」 (広島県立広島呉分

校),「入学者面接」 (広島県立尾道)があった。なお,広島県立広島聾学校は,「入学志願者調査J

は教育計画の資料 とするために行うことを明記していた。

結果を表現する用語としては,「合格」「合格者」が46校 と最も多かった。他には,「入学許可候補

者 (入学許可予定者)」 (埼玉県立坂戸,同大宮,千葉県立千葉,都立石神井,同大田,同綾瀬,同
立川,山梨県立,滋賀県立聾話,岡山県立岡山),「入学予定者」(大阪府立生野高等,同堺,大阪市

立),「入学許可 (者 )」 (長野県立長野,同松本,島根県立松江,岡山県立岡山,広島県立広島呉分

校),「入学の可否」 (石川県立),「入学者の発表」 (静岡県立沼津)力 あ`った。

5.志願手続き

志願手続きとしては,願書,調査書の提出を基本に,健康診断書,オージオグラム,住民票など

が加わる。オージオグラムは,聾学校の特色である。専攻科の場合は,調査書に代えて卒業 (見込

み)証明書・成績証明書,診断書に代えて障害者手帳の写しなどのこともある。なお,盲学校 と同

じく,学校によって必要書類に幅があり,ま た同一校の中学部から進学する場合は省略できるもの
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も少なくない。

6.学力検査・面接・諸検査

まず,本科についてみると,データの得られた59校の内,学力検査を実施していたのは55校であ

った。具体的には,国語,社会,数学,理科,英語の 5教科を行うところが38校 1学科 (コ ースを

含む)と 多 く, 4教科以下のところは16校 1学科 (国社数理-6校 1学科,国数英一都立 4校 と1

学科,国社数-1校 1学科,国数-3校 1学科)であつた。教科に加えて,作文 (8校 1学科,広

島県立広島は「将来の夢」のテーマで事前に提出する方式),コ ミュニケーション (京都府立AB)
を追加するところもある。本科で学力検査を実施していなかった 4校 は,調査書・面接・諸検査 (青

森県立青森),調査書・健康診断書・面接 (新潟県立新潟),同校の中学部卒業者には入学調査を行

わない (広島県立広島呉分校),願書・面接 (広島県立尾道)であった。

専攻科については,データの得られた33校の内,学力検査を実施していたのは25校であつた。専

攻科で国社数理英の 5教科を実施していたのは5校 (神奈川県立平塚,福井県立,大阪市立,兵庫

県立神戸,同淡路,大分県立)と 少なく, 4教科以下のところ,専門教科等を加えるところが多か

つた。聾学校の専攻科で特徴的なことは,学力検査を課さないところが 8校 (書類選考―秋田県立 ,

群馬県立,熊本県立熊本,課題論文一石川県立,作文・面接・書類選考一和歌山県立和歌山,面接・

書類選考 (内 申等)一徳島県立,香川県立,面接一宮崎県立都城)も あったことである (他に,茨
城県立水戸一同校卒業者の専攻科受検は面接のみ)。 本科の途中から各職業教育コースに分けて専攻

科へつなげるところもあり,職業教育の面から本科―専攻科を一貫教育 と捉える傾向が認められた

(専攻科理容科は本科理容科からの進学に限るところがある)。

学力検査以外では,面接を課しているところが59校 1科あった(本人・保護者面接を含む)。 他に,

健康診断,聴力・聴能検査,運動能力検査,技能検査,適性検査,実技テス ト,知能検査,心理検

査などがあった。ただし,聾学校の職業学科で適性検査を実施するところは,盲学校のように多 く

はなかった。

ところで,盲学校 と同様に,重複障害者の場合に選考方法を別途に記載している例 として,観察

を含め入学診断 (京都府立),面接・運動能カテス ト (島根県立浜田),国者数理を含む内容の学力

検査・心理面接 (福岡県立福岡高等)があつた。

7.発表

結果の発表方法は,盲学校 と同様に,郵便・電話等による通知,文書の交付,学校における掲示,

学校における発表などによって行われていた(数種類の組み合わせもあり)。 特徴的な発表方式とし

て,高知県立高知 (合格内定者を先に通知し,約 1週間後に合格者を確定し掲示),鹿児島県立鹿児

島 (関係学校長に内示した数日後に受検者へ文書で通知)があった。

8.併願

他高等部,公立高校等との併願の禁止を記載していたのは 7校 1科であつた。逆に,聾学校の学

科間で併願が可能なことを明記していたところもあった。

9.二次募集

定員割れした場合等に二次募集することを記載していたのは15校であつた。



学校名O高アリ

図 1 盲学校 (国公私立)における重複障害学級の開設年度 (学部別)
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(図 1-その2)
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図 2 聾学校 (回公私立)における重複障害学級の開設年度 (学部別)
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愛知県立名古屋O
愛知県立千種

愛知県

愛知県

(中・高等部の学校)

(幼・小学部の学校)

(重複学級なし)

末回答

(試小)―(試中)             (試 高)

(幼・小学部の分校)

小中
(幼小中高 〔普通科]―重複学級あり,設置年?)

末回答
(保育相談部・幼稚部の学校)(重複学級なし)

(小中―重複学級あり,設置年?)

(小中―重視学級あり、設避年?)

京都府立  O
同・舞鶴分校
大阪府立生野

大阪府立生野高争0
大阪市立  O
大阪府立堺 O
兵庫県立神戸O
兵庫県立こばと

兵庫県立姫賂Э
兵庫県立淡路
兵庫県立豊岡
奈良県立  O

島根県立松江O
島根県立浜HO
岡山果立岡山O
広島県立広島O
同・呉分校 O
麿島県立尾道O
山口県立  O
同・下関分校

徳島県立  O
香川県立  O
愛媛県立宇mO
愛城県立松山O

福岡県立福岡
福岡県立福岡高等●

福岡県立小倉

福岡県立直方

佐賀県立  O
畏崎県立  O
長崎県立佐世保
熊本県立天革
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高 (普通科)

科範
―

高

４適普

小中

(小中高 睦業技術科]―重複学級あり,設置年?)

(小中―重複学級あり,1962年度以前?)        ?― ‐

(小中一重複学級あり,設置年?)

(小中高 [産業技術札 棚R弼 ―重複学級あり,設置年?)

(小中―重複学級あり,設置年?)

未回答

(小中―重複学級あり,設置年?)

(高―重複学級あり,設置年?)

(1993年度限りで廃校)

(小―塵複学級あり,設盈年?)

小中

小 中
高 (普通科)

小中‐― ?

(産業工芸科)

(小中―重稗学級あり,設置年?)
中

―(産業工芸科,親服科,理容科)

注1)1994年 6月 に ∞
『
『2)学校名欄のO印は,高等部設醍校。●印は,高等部単独校。

3)学部別に,霊複障害学級 (名称は多様)の最初の開設認可年度を示した (小―小学部,中―中学部,高―高等部 :小中―同年度開設)。 なお,開設された後の開級等は示していない。(試 )は,正式認可前に試行的にFTl級 したことの日答があった場合を掲職した。
4)「実」は,特殊教育実験学校 (重複障害教育,指定期間3年)に 指定された年度である (文部省 r表55 特殊教育実験学校 (聴覚障害教育関係)」

「特殊教育百年史J1978および文部省「特殊教育実験校及υ研究課題一覧」'特
殊教育資料11979～92年度により補足)。

5)公立を先に示し,末尾に目立・私立を掲げた。

イ‐――中―――――――――――――十一――――――――――――――――――――――――――――――どЦ高に教育課程上の頬型あり,年 ?)

(産業工芸科 樹眼科)

小中――――――――――――――――――――――――――――――――■――_____― ――――――――――――――――――――――――――と(高 に教育課任上の類型あり,年 ?)

の類型あり,年 ?)
小中――――高 (普通科)

河‐――――――一――――――中―高 (産業工芸科)

実

刑
聟
澪
報
蝉
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報
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沸
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眸
　
蝉
叫
摯
報
　
鴻
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鰈
　
鴻

い時
帥
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駕
）

された各校の 」から作成。

?― ―‐―………高 (普通科)

6162636465666768 8687888990919293
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Ⅲ.考察

1.高等部における職業教育の保障

入学とは,学校を利用して教育を受ける身分を取得することをさし,在学関係の入口における行

為とされる。希望者全入の場合には,入学希望を受けて校長が許可すれば入学となる。

高校への入学が今日のように「選抜」とこよることになったのは,学校教育法施行規則第59条 の1963

年の改正においてであった。それまでは,「高等学校の入学は,校長が,こ れを許可する。/入学志

願者が,入学定員を超過した場合には,入学者の選抜を行うことができる。」と規定されており,「選

抜」は定員を超過した時にのみ行うことができるものでしかなかった。逆に言えば,入学志願者が

定員内の場合には全員入学を許可することとされていたの。盲・聾学校の高等部への入学も同様に,

それまでは定員内の希望者全入制を採つていた。

40～50%台 に低迷していた高校進学率は,1960年前後から毎年約 2～ 3%の上昇を始める。第59

条が改正された1963年 には,前年より約22万人多い166万人余 りが進学している (進学率66.8%)。

選抜への転換は,戦後ベビーブームによる学齢児の急増 と進学希望者の増加に高校の条件整備が追

いつかなかったことが一つの要因とされる0。 従って,盲。聾学校高等部への選抜制の導入は,高等

部が抱える問題からの帰結ではなく,高校政策から付随的にもたらされたものであった。

結論的に言えば,盲・聾学校の高等部は,1963年当時,なんら選抜を必要とする状況ではなかっ

た。すなわち,旧制高校等を急速転用して整備された新制高校に対して,職業教育の一環 として中

等部,別科,研究科などが戦前から整備されていた7)盲・聾学校にあっては,高等部の設置は戦後直

後から当然のこととして進められた8ち 文部省の『学校基本調査』で確認できる高等部の設置状況は,

盲学校が1951年度77.6%・ 1959年度84.2%,聾学校が同じく71.4%。 69.6%で あったり。また,進学

率も統計が始まった1967年度 (高校進学率74.5%)に おいて,盲学校はすでに96.9%,聾学校も84.5

%に達していた10)。

むしろ盲・聾学校においては,職業教育の必要性から高等部への進学が促進された。ここで問題

となる「適格者主義」とは「職業教育の可能性」のことであり,「職業教育の可能性」のある者に関

しては, 1学年の生徒数も少ないことから定員内の希望者全入が進められたとみてよい。

2.「振 り落とし」機能から「振 り分け」機能ヘ

「選抜」が実質的な意味を持つとすれば,「職業教育の可能性」が乏しいとされる重複障害者の入

学に関してであろう。

ところで,学校教育法第47条 は「高等学校に入学することのできる者は,中学校若しくはこれに

準ずる学校を卒業した者又は監督庁の定めるところにより,こ れと同等以上の学力があると認めら

れた者 とする」と,高校への入学資格を規定している。さらにこれを受けて,学校教育法施行規則

第63条 において,中学校卒業者 と同等以上の学力があると認められる者が規定されている11ち

盲・聾学校の高等部への入学資格は,上記に加えて学校教育法施行令第22条の 2に規定されてい

る盲者等の心身の故障の程度が追加される。法規上は,中学部 (中学校)を卒業した (ま たは同等

と認定された)重複障害者を除外する規定はいずれにも存在しない。

「重複」障害の概念は,1962年文初特第380号通達「学校教育法および同法施行令の一部改正に伴

う教育上特別な取扱いを要する児童 。生徒の教育的措置について」において「二つ以上の障害をあ
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わせもつ者」として初めて登場し,1964年 に追加された学校教育法施行規則第73条 の■ (後に12へ )

「特別の教育課程」の1972年の施行規則一部改正による高等部への適用により,高等部における重

複障害者の教育は法規上の位置づけを得た。標準法においても,1969年 の公立義務教育諸学校に関

する改正に続いて,1974年の公立高校に関する改正で,高等部に「重複障害学級」(1学級 5人,1980

年改正で 3人へ)の認可を得ている。また,教育実践においても,1961年 より文部省は特殊教育実

験校による重複障害教育の実験に着手している。

図 1・ 2に,全国の盲 。聾学校における重複障害学級の開設年度を学部別に図示した。小 。中学

部での対応からは遅れが見られるものの,重複障害者等に関する特例を盛 り込んだ高等部学習指導

要領 (1972年改正)わS施行された1973年度,ないし標準法上の裏付けを得た1974年度以降,権利保

障運動を背景とした養護学校教育の義務化 とも関わりながら,盲・聾学校の高等部にも重複障害学

級が設置され始めたことが分かる1動。

盲・聾学校においては,今日,重複障害者を含む高等部への希望者全入が行われているとほぼみ

なし得る。すでに見たように,重複障害者には学力検査を課さなかったり,他の方法で代替してい

る学校もあった。中には,意識的に定員を明示しなかったり,「選抜」「合格者」の用語を回避しよ

うとする傾向も認められた。

学校教育法施行規則第59条 との関連で言えば,特別の事情がある時は学力検査を行わないですむ

第 2項を活用し,書類・面接等による形式上の「選抜」によって,入学者選抜制を求める現行法制

下でも実質的に希望者全入を進めていた。すなわち,高等部への進学を希望すればいずれかの学科

に受け入れられており,そ の意味において,「選抜」は本来の「振 り落 とし (selection)」 機能の側

面を失っていた。しかし,「職業教育の可能性」に基づく「振 り分け (allocation)」 機能を維持して

おり,「選考」という用語の登場は,こ うした実態を反映したものといえた。

3.普通教育の拡大と専攻科での専門教育の重視

ところで,1990年代に入って,盲 。聾学校の高等部教育に新しい動向が認められる。それは盲学

校に特徴的であるのだが,高等部の本科では普通教育を重視し,職業 (準備)教育は専攻科におい

て施そうとするものである。

盲・聾学校の高等部は,「盲学校及び聾学校の高等部の学科を定める省令」や高等部学習指導要領

などの教育関連法規 とともに,「あん摩マッサージ指圧師,は り師,き ゅう師等に関する法律」「理

容師法」「美容師法」「歯科技工法」「理学療法士及び作業療法士法」などとも関連しており,各養成

施設等の指定も受けている。社会全体の学歴が上昇し,各職業の専門性が高まり,国家試験の導入

等を契機に,盲・聾学校における職業教育も専攻科重視になりつつある。盲学校において保健理療

科を本科から専攻科に改組し,本科は普通科のみとする動向は,「職業教育の可能性」にかかわらず

中学部卒業者を高等部普通科で受けとめ,いわゆる本科では普通教育を重視 して専攻科で職業教育

を行うという発想である。

盲 。聾学校では,重複障害者を含めて 3年間の後期中等教育の保障は当然のこととし,さ らに専

門教育を必要とする者には継続した専攻科での教育保障を行う時代に入ったと言えよう10。

[追記]本稿は,平成 6年度文部省科学研究費補助金一般研究 (C)。 課題研究番号06610239「障害

児の後期中等教育進学に関する実証的研究」の成果の一部である。なお,資料の収集に際して御協

力いただきました各教育委員会,盲学校,聾学校および関係者に,記しておネしを申し上げます。
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〔註〕

1)文部省初等中等教育局特殊教育課『特殊教育資料 (平成 4年度)』 1993に基づくと,国公私立盲学校の合計 (1992

年5月 1日 現在)で,本科は普通科58校,保健理療科56校,音楽科 3校,家政科 1校,その他 1校,専攻科は普通科

1校 ,理療科58校,保健理療科17校,理学療法科 5校,音楽科 2校,そ の他 1校であった。急速に本科の保健理療科

が専攻科に改組されつつあることが分かる。

2)福岡県立福岡盲学校は,教育改善計画 (1994)に より1995年度限りで高等部を廃止し,1996年度より福岡県立福

岡高等盲学校 (仮称)と して学年進行で改組する計画であるという。

3)前掲『特殊教育資料 (平成 4年度)』 に基づくと,国公私立聾学校の合計 (1992年 5月 1日 現在)で,本科は普通

科4校,産業工芸科46校,被服科45校,理容科22校,機械科 6校,印刷科 6校,家政科 5校,デザイン科 3校,金属

工芸科 2校,美容科 2校,窯業科 1校,ク リーエング科 1校,美術科 1校 ,そ の他 6校,専攻科は普通科 7校,理容

科18校,産業工芸科16校,被服科15校,印刷科 4校,美容科 3校,歯科技工科 3校,機械科 2校,デザイン科 2校 ,

家政科 1校,金属工芸科 1校,窯業科 1校,美術科 1校,そ の他 1校であった。

4)公立聾学校数は,熊本県立天草聾学校が1993年度限りで廃校となったために,1992年度の101校 (『特殊教育資料

(平成 4年度)』 )か ら1校減って100校 となった。また,高等部設置の公立聾学校数も,青森県立弘前聾学校が1992年

度限りで,青森県立八戸聾学校が1993年度限りで高等部を廃上したために,1992年度の67校から2校減って65校 とな

った。

5)天城 勲『学校教育法逐条解説』学陽書房 (1954)p.182。

6)佐々木享『高校教育論』大月書店 (1976)p.8。

7)文部省普通学務局『全国盲学校及聾唖学校二関スル調査』(1931)に よると,1930年 5月 1日 現在で,全国の盲学

校・聾唖学校102校 において,盲児は初等部予科 7人,初等部1,305人 ,中等部2,272人,別科377人,研究科79人,聾
唖児は初等部予科587人,初等部2,792人,中等部546人,別科205人 ,研究科 9人であった。特に盲教育において中等

教育の整備が進んでいることが分かる。

8)盲・聾学校の義務化運動は,「全国一致して高等部への義務制延長運動を展開し,盲・ろう教育の義務制は6・ 3・

3を以て完成としなくてはならぬ」というように,高等部に義務制を延長する勢いであった (篠崎平和「義務制を更

に高等部へ」日本教職員組合特殊学校部『特殊教育』67号,1956,巻 頭言)。

9)拙稿「養護学校における高等部の整備」『鳥取大学教育学部研究報告 (教育科学)』 第35巻第 2号 (1993)p.416。

10)拙稿「障害児の後期中等教育への進学」『鳥取大学教育学部研究報告 (教育科学)』 第34巻第 1号 (1992)p.153。

11)①外国において,学校教育における9年の課程を修了した者,②文部大臣が中学校の課程と同等の課程を有する

ものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者,③文部大臣の指定した者,④学校教育法第23条 (同法第

39条第 3項で準用する場合を含む)の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子女で,文部大臣が

別に定めるところにより,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者,⑤その他高等学校において,

中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

12)重複障害学級の具体的な開設例として,例 えば,京都府立盲学校・同聾学校『京都府盲聾教育百年史』(1978)pp

173-176, pp 252-254。

13)職業教育一辺倒から次第に国民的共通教養の修得をも重視する方向に変化したことは,例えば岡本稲丸「職業教

育の変遷―京都校の場合を中心に一」『ろう教育科学』第25巻第 3・ 4合併号 (1984)pp 12卜 130。 なお,今から40年

も前に,「職業教育に相当多くの授業時数を与えるために普通学の授業時数が甚しく減殺され,さ なきだに普通教育の

力の劣る児童が中学部から高等部までに受ける普通教育は極めて僅少のものとなる結果となる現状」を憂えて,中・

高等部では普通教育を重視しつつ年限も延長し,「職業教育は職業科または専科として高等部卒業後において教育する

方針」を提起する者のあったことは注目に値する (田 中長治「特殊教育制度に対する希望」前掲『特殊教育』第29号 ,

1953, pp 22-23)。

(1994年 8月 31日 受理)


